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各
種
相
談
な
ど

切
り
取
り
線
（
切
り
取
り
後
、
冷
蔵
庫
な
ど
に
貼
っ
て
ご
活
用
く
だ
さ
い
）

各
種
相
談

【
心
理
・
発
達
相
談
】

　

臨
床
心
理
士
に
お
話
を
聞

い
て
も
ら
い
ま
せ
ん
か
。
子

育
て
の
心
配
事
や
お
子
さ
ん

の
発
達
で
気
が
か
り
な
こ
と

な
ど
、
18
歳
未
満
の
お
子
さ

ん
に
関
し
て
の
相
談
を
お
受

け
し
ま
す
。
（
予
約
制
）

〔
日
時
〕
11
月
13
日
（
水
）
・

午
前
10
時
30
分
～
午
後
３
時

30
分

※
申
し
込
み
、
問
い
合
わ
せ

は
、
子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン

タ
ー
　
　
☎
85-

２
６
１
１

【
健
康
相
談
】

　

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
で
は

保
健
師
に
よ
る
「
健
康
相

談
」
を
随
時
受
付
け
て
い
ま

す
。
お
気
軽
に
お
電
話
で
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
福
祉
保

健
課　

 

☎
83-

２
７
７
７ 

【
総
合
相
談
】

 

い
ろ
い
ろ
な
困
り
ご
と
を

相
談
で
き
る
総
合
相
談
会
を

実
施
し
ま
す
。

人
権
身
の

上
・
行
政
、
消
費
者
、
健
康
、

介
護
、
教
育
の
各
種
相
談
を

お
受
け
し
ま
す
。

〔
日
時
〕
11
月
14
日
（
木
）

午
後
１
時
～
４
時
10
分

〔
会
場
〕
福
祉
会
館
会
議
室

＊
相
談
を
希
望
さ
れ
る
方

は
、
直
接
会
場
へ

【
弁
護
士
に
よ
る

　
無
料
法
律
相
談
】

　

弁
護
士
会
多
摩
支
部
・
法

テ
ラ
ス
多
摩
共
催
の
弁
護
士

に
よ
る
相
談
会
を
、
総
合
相

談
と
合
同
で
実
施
し
ま
す
。

　

相
続
・
遺
言
、
離
婚
・
親

権
、
不
動
産
・
借
地
・
借
家
、

家
庭
内
暴
力
、
サ
ラ
金
な
ど

法
律
問
題
で
お
困
り
の
方
の

ご
相
談
に
弁
護
士
が
直
接
応

じ
ま
す
。

〔
日
時
〕
11
月
14
日
（
木
）

午
後
１
時
～
４
時
10
分

〔
会
場
〕
福
祉
会
館
会
議
室

＊
事
前
予
約
が
必
要
で
す

〔
予
約
受
付
期
間
〕
11
月
１

日
（
金
）
午
前
８
時
30
分
～

＊
定
員
に
な
り
次
第
締
め
切

り
ま
す
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
福
祉
保

健
課　
　

☎
83-

２
７
７
７

高
次
脳
機
能
障
害

  

相
談
窓
口
の
ご
案
内

　

高
次
脳
機
能
障
害
は
、
事

故
や
病
気
を
き
っ
か
け
に
起

こ
る
脳
の
障
害
で
す
。
新
し

い
こ
と
が
覚
え
に
く
い
、
感

情
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
難

し
い
、

同
じ
ミ
ス
を
繰
り

返
す
、
家
事
や
仕
事
を
上
手

に
進
め
る
こ
と
が
で
き
な
い

と
い
っ
た
症
状
が
現
れ
ま

す
。
こ
れ
ら
は
、
病
状
が
落

ち
着
き
家
庭
に
戻
っ
て
か
ら

表
面
化
し
ま
す
。
「
も
し
か

し
た
ら
高
次
脳
機
能
障
害
で

は
？
」
と
不
安
に
感
じ
る
本

人
や
家
族
が
よ
り
相
談
を
し

や
す
く
す
る
た
め
に
相
談
日

を
設
け
て
い
ま
す
。

　

相
談
は
電
話
・
面
接
・
家

庭
訪
問
に
て
お
受
け
し
ま

す
。
相
談
を
希
望
さ
れ
る
方

は
、
前
日
ま
で
に
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

※
申
し
込
み
、
問
い
合
わ
せ

は
、
福
祉
保
健
課

　
　
　
　

☎
83-

２
７
７
７

ご存知ですか「行政相談週間」

　１０月７日（月）から１３日（日）は「行政相談週間」です。

この週間は、行政相談（委員）制度を周知し、広く国民のみなさ

んにこの制度を利用していただくために設けているものです。

　総務省東京行政評価事務所では、行政に関する苦情・要望など

を受付けています。どうぞお気軽にご利用くだざい。

【相談先】

○「行政苦情１１０番」（総務省行政相談センターきくみみ東京）

　☎０５７０（０９０）１１０（注：ＩＰ電話などをご利用の場

　合は、☎０３（３３６３）１１００）

　ＦＡＸ０３（５３３１）１７６１

○東京総合行政相談所（西武池袋本店７階）

　☎０３－３９８７－０２２９

○インターネットでも受付（ＱＲコード参照）

〔日時〕１１月１１日（月）

　　　　午前 11 時～・40 分間

〔会場〕子ども家庭支援センター

　　　　（きこりん）

〔内容〕相談員の読み聞かせ・

　　　 手遊び

【絵本といっしょ】


